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１月１６日評議会「筑波大学教員の定年年齢について（第二次中間報告）」が

部分的に加筆さ れ、１月２９日付けで人事委員長(濱口秀夫)か ら各組織などに配布さ れました。 

濱口案について、若手教員、職員（６０歳定年）か らさまざまな声が組合に寄せ られています！ 

（評議会報告・資料は本学ＨＰ学内専用情報ページに公開されています。） 

 

＜１月２９日付け濱口案・資料から抜粋＞ 

以上の検討結果から、人事委員会では次の結論を得るに至った。 

１） 全教員ポストへの任期制 を導入した組織において任期付きとなった教員については、平成１６年度（平

成１７年３月末定年退職予定教員）か ら定年年齢 を６５歳に引き上げ る。ただし、定年年齢が引き上げ

となる教員で、再任審査を一度も経ずに定年を迎えることとなるものについては、審査を行う。 

２） 定年年齢の引き上げに伴う任期制は、実施可能な組織か ら順次導入し、法人化後の中期計画期間（平成

１６年～２１年度）終了までにすべての組織に導入すること を目指す。ただし、任期制は、再任 を認 め

るものとし、新たに任用する教員及び既に任用されている教員で同意が得られるものに適用する。 

 

★教職員組合は、国家公務員法と人事院規則に基づく団体であ り、教職員の団結権が認 められていま

す。非公務員型の法人にな ると、教職員の定年制、期間を定 めた雇用（任期制）は、就業規則で定

めなけ ればな りませ ん。また、団体交渉権が法律で具体的に認 められますので、大学側は組合の団

体交渉の要求を拒否することはできません。 

★教職員組合は、昨年度から学長に教職員の要望をまとめ、提出してきました。 

例えば「再任用問題」です。公的年金制度の改定に より、本年度の時点で年金支給開始年齢が６１

歳になっています。６０歳定年制であ る職員・附属学校教員は、退職後、６１歳誕生日まで年金支

給が制限されます。支給開始は１６年度には６２歳、１９年度には６３歳・・２５年度には６５歳

になります。そこで、法律により定年後再任用制度が導入されました（国公法８１条の４）。 

★「非公務員型」法人の場合には、定年については「高年齢者等の雇用の安定等に関す る法律」が適

用さ れ、大学法人が、６０歳 を下回 らない定年（４条）を独自に定めることにな ります。また、同

法は、定年延長 や継続雇用制度により、６５歳までの雇用 を確保するた めに必要な措置 を講ず るこ

とを事業主の努力義務としています（４条の２）。 

★年金の６５歳支給開始への移行を踏まえ、６５歳までの雇用確保が今後の重要課題です。 
 

☆ 教職員を対象として、連絡会ニュースを各号２，５００枚配布しています。 

☆ 経費は、組合員費と教職員個人か らの寄付で賄っています。組合費は月額 １，７００円（年１４ヶ月）です。 

☆ ご賛同の方は、【口座番号】 00150-9-659656【口座名称】筑大職組つくば連絡会にお振 り込み下さい。 

☆ ご連絡くだされば、指定の郵便振込用紙をお送りします。 

☆ 本学でも、「過半数労働組合」もしくは「過半数を代表する者」選出を準備しよう。 
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教職員組合が今までに学長に提出した要望には、以下の項目があります。（）内は提出時期 

６０歳定年職員・附属学校教員の再任用希望

者 を、年金支給開始年齢まで再任用す ること

（昨年度から） 

学長回答（抜粋）：定員の枠内で「再任用」す るので、新採用の

抑制につながる。定員削減もあって、希望者全員 を再任用す るこ

とは難しい。また、大学教員以外の教職員の定年延長については、

法人化後 も国の予算で運営さ れること や、民間の情勢も踏まえ る

となかなか社会の理解が得られない。現在のとこ ろ検討すべき課

題とは考えていない。 

学長は法人化後の職員の身分について、公務

員型選択を要望すること（昨年２月） 

学長の見解の表明は無い 

定年問題と全教員ポスト任期制問題と別々に

議論すること（昨年３月） 

学長回答は無く、第二次中間報告・濱口案となった 

全教員ポスト任期制は、法人化法案審議を見

た上で、議論を開始すること（昨年３月） 

学長回答は無く、第二次中間報告・濱口案となった。 

基礎医学系で現任者に対し任期付の同意書の

強要がなかったか、調査すること（昨年４月） 

学長回答：現任者に対し、任期付き任用への任用換に同意す るこ

とをお願いした 

 

＜筑波大学教員の定年年齢について（第二次中間報告）濱口案についての声＞ 

（技官） 

教官の問題とは言え一般職員と無関係ではありませ ん。文部科学省は大学に配分す る経常経費 を毎

年 1％程度削減す る意向と聞いてお ります。教官の給与総額が増額さ れればそのし わ寄せは一般職員

の給与総額にかかってく ることは想像に難くあ りませ ん。自分だけよけ れば他人は知 らんと言うこと

でしょうか。 

（技官） 

濱口案は教官の問題なのですが、心情的には不愉快です。 もち ろん教官に独自の決定権があ ること

を否定す るものではありませ ん。技官・事務官・附属学校教員は６０歳が定年年齢です。すでに年金

支給は６１歳か らになっています。また年金支給が６５歳か らになることか らす れば、全職員の定年

年齢 を６５歳に引き上げ るべきです。教官サイドは もっとこの事に気 を配 るべきです。年金支給と定

年年齢のずれの救済処置として再任用制度があ りますが、第１０次の定員削減計画と切 り離さ れては

いませ んので、再任用を申請す るの も肩身が狭い感じです。大学の教育研究 を支援す る技官、事務官

も大学の構成員です。全構成員がハッピーにな れるよう な施策 を考えていただきたいと思います。少

なくともその努力が私たちにも見えるようにして下さい。 

（教官） 

ついに全教官任期制＋定年延長がきましたね。我が家の茶の間の話題で も、いつ首にな るか、首に

なった らどうし ようかと心配してお ります。また、技官・事務官の主張「年金支給が６５歳にな るこ

とか らす れば、全職員の定年年齢を６５歳に引き上げ るべきです。」は もっと もです。事務官・技官が

自身の定年について主張できる事が重要です。 

（教官） 

まず、定年年齢引き上げと任期制導入と をからめることに反対です。濱口案は定年年齢引き上げが

目的で、任期制は手段、方便ですが、方便のほうがあとあと重大なことになっていくと思います。教

育研究の高度化、活性化と定年延長とはまったく次元が違います。とても安易です。� 
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�その帰結として、任期制の制度的つ めが全くあ りません。再任審査の やり方とか、異議申し立て や

再審査さ れる側の意見の上申、仲裁制度、機関とか、まったく提案がなく、任期制 を導入せ よとは、

３０、４０歳代の大多数の教官は不利益あ るのみです。任期制導入で不幸にして再任さ れなかった も

のが訴訟に訴えることだってあります。そして導入した組織に下駄をあずけるのは非常に安易です。 

（教官） 

素朴な疑問のみ を発します。定年年齢 を自分たちだけでそ んなに早く簡単に決められるの だ ろう

か？・・我々の給与は現在、国民の税金でまかな われてい る。だから最後の所は納税者が紐 を握って

い るのではないだ ろうか？・・実はこのことが、昨日の飲み会の話題でした。濱口案 をみると、給料

増加は 0.43％で わずかだか ら大丈夫と言う風に読 めるが、こ んな論理は めちゃくチャ。その間、新採

用はどうなるのだ ろうか？・・不景気、リストラの昨今、こ んな案が外にし れた ら、一発で吹っ飛び

ますね。 もし教官が基本合意な るもの をしていた ら、今度は落としどこ ろとして、任期制導入と抱き

かかえられてしまう危険性がある。と読めないだろうか？・・等。良くわからないことだらけです。 

（教官） 

いま急ぐべき議論は法人化に伴って急変す る大学の運営についてです。定年問題は、教育・研究の

高度化・多様化についてきち んと審議した後にす るのが筋です。濱口案では、定年制の議論 を任期制

に変え る論拠が希薄で無理があ ります。全教員任期制 を導入している国立大学は 65 歳定年の大学 を

含 めて皆無です。一大学だけで全教員任期制を導入した場合には、教員の移動だけではなく首切 りを

行 わなけ ればな りません。流動性を広げ る方策は他に もあ ること、若手研究者の場合は定年年齢の２

年の違いなどは問題にな らないこと、流動性の拡大が最重要課題ではない学系もあ ることなど、議論

す るべきことが山程あります。濱口案が"定年年齢引き上げの長所としてい る点"も不適切です。ベテ

ラン教授による教養教育・管理運営が不十分であ り、若手教授が教育・研究に専念できない現状 を述

べていますが、定年 を２年延長することに よりこの問題点が改善でき るのか疑問です。これは定年年

齢とは全く別の問題です。「１年半もかけて慎重な審議 を進 めた」結論として、任期制 を導入した学系

から定年年齢を延長するという「取引」制度が提案されていると読みとれます。 

（教官） 

はじ めに、教員の定年年齢については、職員（現在６０歳定年制）、お よび納税者にきち んと説明で

き るようにす ることが大切です。公的年金の支給開始年齢の引き上げに より、平成２３年３月末で６

３歳定年退職にな る教員は、年金支給が６４歳誕生日からにな ること を考慮するべきです。平成２３

年３月末定年退職教員か ら、定年を６４歳にし、順次繰り上げていく案が常識的です。しかしこの案

で も、職員と納税者には納得のいかない点が残 るでし ょう。そこで、現在、つくばの独法研究機関の

研究者、本学職員に適用さ れている「再任用制度」の ように、再雇用制度 を考え るのが現実的です。

たとえば本人の申し出に より、６３歳か ら期間 を定 め、一年ごと二年の再雇用を行えば、労働法上 も

問題はあ りませ ん。つぎに、定年年齢 を大学の組織ごとに決 めるという大学執行部の見解は、バラン

スの崩 れた見解で、改めるべきです。法人の職員の定年は、全体の一つの規則で、就業規則で明確に

決 めなけ ればな りません。全教員ポスト任期制については、現行法律の下で全ての教員 を任期付きの

対象にす るには無理があ ります。導入す るとして も、組織の一部ポスト を任期制にす るのが合理的で、

また、教員流動化の点で実質的な効果 を生み出すた めには、独法研究機関などとの人事交流 を促進す

るような制度にする事が有効です。 

濱口秀夫人事委員長は、各組織に対し、２月２８日（金）までに意見集約 を求め、２月２７日（木）午後

５時から全学説明会を予定している旨、案内しています。 



 4

私たちは、北原保雄学長に陳情します。 
医短４年制化に伴って教員を降任させた理由を説明し、降任・降級を是正してください。 
 

＜説明＞ 

１． 昨年１０月１日に筑波大学医療技術短期大学部が改組さ れ、本年４月１日か ら４年制新学類の学生 を受

け入れます。ところが、１０月１日付学長名で８人の教員を「降任させる」辞令がありました。 

２． 昨年度、本学は文部科学省の設置審に新学類の就任予定教員リストを提出した ようです。あ る助教授の

方の御名前は、はじ めか ら就任予定教員リストにあ りませ んでした。２０年近く卒研指導、講義など を

担当し、研究業績のあ る方を、１０月１日の本学人事で講師に降任させました（給料が減って、退職金

も大きく減 ります）。また、一昨年に教授として招いた方 を、（博士の学位 をもち、他の国立大学の修士

課程で指導していた方 を）講師に２段降任させました。本学に助教授として招いた方 を、（行政、教育実

績が豊富で他の国立大学の助教授 を歴任した方 を）講師に降任させました。こ れらの方々の降任・降級

を是正してくださいますよう、お願いいたします。 

３． また、国家公務員法７５条には、「職員は、法律又は人事院規則に定 める事由による場合でなけ れば、そ

の意に反して、降任さ れ、休職さ れ、又は免職さ れることがない」とあ ります。また、教育公務員特例

法の規定に より、教員の降任人事は評議会で審議す るはずです。とこ ろが、降任となった理由の説明書

の交付 もあ りませ ん。降任当事者の方々の名誉のた めに も、御本人に文書で説明くださいますようお願

いいたします。 

４． 就任予定教員リストの中で、医短部長と新学類準備室長は、あ る助教授の方の職名 を御本人に無断で講

師にしました。御本人に対しては、こ れは設置審が決めたことであるとの説明 をし、本学人事での降任

の承諾 を求 めてきました。その後、本人の業績か ら判断して、１０月１日の本学人事では降任があ りま

せんでした。しかし、この点だけをとっても、医短部長には設置審申請時の瑕疵の責任があります。

 

＜医療短期大学部教員の降任問題からの教訓＞ 

大学事務局は当事者の同意があ れば教員 を降任

でき ると考えていた ようです。しかし、本学人事委

員会は、国家公務員法・人事院規則、教員公務員特

例法に基づく手続きについて、事務局か ら十分に意

見 を聞くべきです。各組織が「設置審が決 めたこと」

「本学学系人事の基準では業績が足 りない」という

言い回しで、「降任させる」のは無理なことです。 

組合には相談と情報が少しずつ寄せ られたので、

降任人事 を未然に防ぐことができなかった事が残

念です。国家公務員法と人事院規則では、この よう

な問題の取り扱いは、苦情または陳情としてお願い

す るしかありませ ん。御本人が やむを得ず、人事院

規則に基づいて人事院公平審査局に審査請求す る

ことにな れば、私たちは支援していきます。今後、

筑波技術短期大学の合併問題で同じ ような事が生

じないように望みます。 

 

＜教職員サークル活動の紹介コーナー＞ 

 “ナウマン象の歯”探索ハイキング 

主催：野外体験・活動クラブ 

ガイド：国内最大級発見者 伊藤光弘さん（数学） 

３月８日（土）午前１１時 地質標本館集合 

ハイキング 並木２丁目から花室川の近辺 

昼食後、午後１時ごろ解散 

 


